
   津幡町小規模開発雨水排水協議基準 

平成１９年２月１５日津幡町告示第１３号 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為その他の法令

等に基づく土地開発について、当該法令を遵守するとともに、公共の流水を適正に管理し、水

害を防止するため必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この基準において「開発事業」とは、従来の土地区画形質の変更等により、雨水の流出

量が増大するすべての行為をいう。 

２ この基準において「河川工事等」とは、河川改修又は排水機場若しくは調整池の設置をいう。 

   第２章 基本方針 

 （適用範囲） 

第３条 この基準は、一団の開発面積が３，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル

未満の開発事業に適用する。ただし、同一の開発事業者が一つの地域において隣接して開発事

業を行う場合は、それらを合わせた規模とする。 

 （雨水排水の原則） 

第４条 開発事業者は、開発区域周辺及び下流流域に溢水等の被害の生ずるおそれがある場合は、

開発事業者の負担において流域の状況を考慮して、町が別途指示する必要な河川工事等を行わ

なければならない。 

 （河川工事等完成前の開発の禁止） 

第５条 開発事業者は、前条の河川工事等が完成した後でなければ、開発事業に着手してはなら

ない。ただし、別に河川工事等が完成するまで暫定調整池を設置する場合は、この限りではな

い。 

 （河川工事等の実施主体） 

第６条 河川工事等は、開発事業者が実施するものとする。ただし、河川管理者等が改修工事を

現に実施している河川については、別途協議する。 

２ 雨水排水対策の調査、計画、検討は、津幡町等の指示により開発事業者が実施するものとす

る。 

   第３章 河川改修、排水機場の設置 

 （計画規模、範囲） 

第７条 河川改修は計画降雨に対し、溢水等の被害を生ずるおそれがないと認められる地点まで、

排水機場は同降雨に対し、溢水しない量の規模で、それぞれ実施するものとする。 

 （計画降雨規模） 

第８条 河川改修、排水機場の設置に係る計画降雨規模は、原則として年超過確率７分の１以上

とする。 

２ 流出量の算出は合理式（ラショナル式）によるものとし、洪水到達時間内降雨強度は確率雨

量強度式（金沢地方気象台）で算出する。 

  Ｑ＝１／３６０×Ｃ×Ｉ×Ａ 

   Ｑ：ピーク流量（㎥／ｓ） 



   Ｃ：流出係数 

   Ｉ：洪水到達時間内降雨強度（㎜／hr）＝５，２８８／（ｔ＋３５） 

   ｔ：洪水到達時間（min）。ただし、対象区域の規模が小さいためｔ＝０とする。 

   Ａ：流域面積（ha） 

３ 前項における流出係数（Ｃ）は、次の数値を標準とする。ただし、流出抑制対策を施す区域

又は施されている区域については、別途考慮する。 

  急峻な山地            ０．８ 

  三紀層山丘            ０．７ 

  起伏のある土地及び樹林      ０．６ 

  平坦な耕地            ０．５ 

  造成区域（開発区域）  原則として０．９ 

   第４章 調整池の設置 

 （計画規模） 

第９条 調整池の設置に係る計画降雨規模の年超過確率は、原則として７分の１以上とし、永久

調整池とする。 

 （設置箇所） 

第１０条 調整池は、原則として開発区域内に設置するものとする。 

 （開発事業者の責務） 

第１１条 調整池の調査、設計及び施工は、開発事業者が全責任を負うものとする。 

２ 災害等により破損した場合は開発事業者が改良復旧するものとし、これが原因となって第三

者に被害を与えた場合は開発事業者が適切な補償の責を負うものとする。 

 （管理） 

第１２条 調整池の完成後の管理については、開発事業者が責任をもって行うものとし、その際

には、管理者を明確にした標識（様式第１号）を設置しなければならない。ただし、協議経過

により津幡町に帰属するものについては、管理期間を３年とする。 

２ 開発事業者は、前項の管理に関する雨水排水協議にあたっては、調整池の維持管理体制を明

確にした書類を提出しなければならない。 

 （放流） 

第１３条 調整池からの放流量は、開発前の最大雨水排水量及び放流先下流の河川又は排水路の

流下能力以下とする。ただし、その流下能力が比流量で２．５㎥／ｓ／㎢以下の場合は、比流

量は２．５㎥／ｓ／㎢とする。 

 （計画基準） 

第１４条 最大雨水排水量は、合理式（ラショナル式）によるものとし、洪水到達時間内降雨強

度は、確率雨量強度式（金沢気象台記録）で算出するものとする。 

  Ｑ＝１／３６０×ｆ×Ｉ×Ａ 

   Ｑ：ピーク流量（㎥／ｓ） 

   ｆ：流出係数（第３項参照） 

   Ｉ：洪水到達時間内降雨強度（㎜／hr）＝５，２８８／（ｔ＋３５） 

   ｔ：洪水到達時間（min）。ただし、対象区域の規模が小さいためｔ＝０とする。 

   Ａ：流域面積（ha） 



２ 調整池の洪水調整容量は、開発前後の雨水流出量の差の最大時における１時間の流出量以上

とする。 

３ 第１項における流出係数（ｆ）は、次の数値を標準とする。ただし、流出抑制対策を施す区

域又は施されている区域については、別途考慮するものとする。 

  舗装面（透水性がないもの） ０．８５ 

  舗装面（透水性があるもの） ０．７０ 

  屋根            ０．８０ 

  間地            ０．３０ 

  公園            ０．２０ 

  たん水面          ０．７５  

  田畑            ０．２０ 

  住宅地           ０．７５ 

４ 設計堆砂量は、１５０㎥／haを標準とし、維持管理の方法により決定する。 

５ 調整池から本川までの取付水路の改修規模は、下流懸案地点における流域面積比流量分又は

取付水路の現況流下能力のいずれか大きい流量以下とする。ただし、特別な事情によりこれに

よりがたい場合は、別途津幡町の指示に従うこととする。 

   第５章 雨水排水協議 

 （雨水排水協議の手続） 

第１５条 開発事業者は、開発事業を行う場合、都市計画法その他の法令等に基づく関係機関へ

の許可申請をする前に、治水担当課と雨水排水の協議を行うものとする。 

２ 雨水排水協議に必要な書類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 協議書（様式第２号） 

 ⑵ 誓約書（様式第３号） 雨水排水施設の維持管理を明記した書類を添付すること。 

 ⑶ 開発計画概要書 開発計画概要を明確にした書類を添付すること。また、都市計画法その

他法令等に基づく関係機関への許可関係も記入すること。 

 ⑷ 雨水排水対策計画書 

ア 水理計算書 

イ 構造計算書 

ウ 調査資料及びその他の参考資料 

⑸ 写真 開発区域、懸案地点の現況写真をカラーで数枚添付すること。また、開発区域を赤

で記入すること。 

 ⑹ 付属図面 

  ア 位置図（縮尺１／２５，０００～１／２，５００） 開発区域の下流河川、排水路を入

れ、開発区域及び下流河川、排水路の流域を明示すること。また、下流において流下能

力が小さいと思われる橋梁下部などの懸案地点を選定して記入すること。 

  イ 平面図（１／５，０００～１／２，５００） 開発前及び開発後の状況がわかる図面と

すること。また、開発区域およびその周辺の現況がわかる地形図で、流域界を記入する

こと。 

  ウ 開発区域現況・計画平面図（縮尺１／５００程度） 現況平面図には、開発区域を明示

し、水路、流向及び流域界を記入すること。また計画平面図は、土地利用計画図を使用



し、建物、公園、道路、進入路等を記入すること。 

  エ 下流懸案地点の縦横断面図（横断図縮尺１／１００以上、縦断図縮尺Ｖ＝１／１００、

Ｈ＝１／５００以上） 下流において懸案地点を選定した場合は、縦横断面図を１枚に

まとめて記入すること。また、位置図等に懸案地点の縦横断位置を記入すること。 

  オ 開発区域排水計画図（縮尺１／５００程度） 開発区域、直接排水区域、調整池集水区

域、調整池及び放流口の位置を記入し、開発区域及びその周辺の水路、側溝それぞれの

流向及び流域界を記入すること。また、河川改修、排水機場の設置を行う場合は、その

位置も記入すること。 

  カ 開発区域横断面図（縮尺１／１００程度） 

  キ 雨水排水対策施設詳細図（縮尺１／２０～１／５０） 河川改修、排水機場、調整池等

の平面図、断面図、構造図等を記載すること。 

 （雑則） 

第１６条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 



様式第１号（第１２条関係） 

 調 整 池 
 この調整池は、○○○○開発に伴う防災上の調整池であり、下記の施設については責任

をもって維持管理します。 

 

記 

 

１ 堤   体  ○○形式、洪水調整容量  ○○㎥ 

２ 放 流 施 設  最大放流量 ○○㎥／ｓ  放流孔○○ｍ×○○ｍ 

３ その他施設  取水水路等雨水排水対策施設及び安全施設 １式 

４ 注 意 事 項  （例）洪水時には公園を使用しないこと。 

５ 設 置 年 月      年  月  日 

 

管理者  

 備考 構造は耐久性の良いもの（木構造をさけること）とし、基礎は堤体本体をさけた地山又

は流水に影響のないコンクリート水路擁壁の天端とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     コンクリート 

0.4m 

0.4m 

0.7m程度 

1.0m 

0.8m 



様式第２号（第１５条関係） 

                                    年  月  日 

 

 

津幡町長        様 

 

 

                         申請者  住所 

                         氏名又は名称           印 

                         電話番号（   ）   － 

                         担当者名 

 

                         設計者  住所 

                         氏名又は名称           印 

                         電話番号（   ） 

                         担当者名 

 

 

○○開発に伴う雨水排水について（協議） 

 

 

このことについて、別添計画書のとおり協議します。 

 

 

記 

 

 

１ 開発事業の名称 

 

２ 開発事業の位置 

 

３ 開発事業の概要 

 

４ 関連河川名（水路名等） 

 

５ 雨水排水計画概要 



様式第３号（第１５条関係） 

 

誓    約    書 

 

年  月  日 

 

津幡町長        様 

 

 

                       住    所 

                       氏名又は名称          印 

                       電話番号（   ）  －        

                       担当者名 

 

 

○○○○○○開発に伴う雨水排水調整池の維持管理と責任について下記事項を誓約します。 

 

 

記 

 

 

１ 維持管理の組織  ○○調整池（～○○調整池） 

           ○○○○株式会社 

 （附）雨水排水調整池の土地所有権、その他利用に関する権利を他に譲渡する場合は、速やか

に届けるとともに、この誓約事項を当該権利者に承継すること。 

 

２ 維持管理の方法 

（１）年１回以上、調整池に異常がないことを確認する。 

（２）巡視は、洪水期（６月～１０月）２回／月、非洪水期１回／月及び、豪雨、地震時の直後

に行うものとする。 

（３）巡回にあたっては、調整池の破損、放流施設の堆砂等を確認する。 

（４）出水時には、監視体制をとるものとする。 

（５）異常が認められたときは、速やかに所要の処置、通報を行う。 

（６）巡視結果は、巡視報告書に記載しておくものとする。 

（７）調整池には、別紙の標識を設置する。 

 

３ 責任について 

  雨水排水調整池の詳細設計及び施工は下記の者に行わせるものとし、これらについて○○○

○株式会社（主として事業主体）が全責任をとるものとする。また、災害等により破損した場

合は、同じく○○○○株式会社が改良復旧するものとする。 



  また、これが原因となって第三者に被害を与えた場合にも、同じく○○○○株式会社が適切

な補償をします。 

 

（１）詳細設計 

   住  所 

   氏  名 

   電話番号（    ）  －       

   担 当 者 

 

（２）施  工 

   住  所 

   氏  名 

   電話番号（    ）  －        

   担 当 者 

 

４ 管理期間（※津幡町に帰属する場合記入する。）  

      年  月  日 ～     年  月  日 

 


